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第
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号 号号号

    

1
 

消
防

救
急

無
線

の
デ

ジ
タ

ル
化

（
活

動
波

）
に

つ
い

て
は

、
２

市
５

町
の

枠

組
み

で
共
同

整
備
を

行
う
。
 

 協
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第
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協
議

第
協

議
第

1
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1
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1
3
号 号号号
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（
略

）
 

2
 
 
消

防
署
の

機
構
は

、
２
消

防
署

、
２

分
署
、

７
出
張
所

と
す

る
。
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第
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協
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7

1
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1
7
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1
 

小
田

原
市

が
事

務
を

受
託

す
る

上
で

必
要

な
委

託
市

町
村

が
有

す
る

財
産

の

取
扱

い
は
、

次
の
と

お
り
と
す

る
。
 

(1
) 

（
略

）
 

(2
) 

庁
舎

等
の

施
設
 

 
・

庁
舎
等

の
施
設

（
対
象
は

別
表

）
は

、
小
田

原
市
に
譲

与
す

る
。
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）
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退
職

手
当

の
負

担
方

法
は

、
広

域
化

前
に

係
る

退
職

手
当

の
分

は
、

広
域

化

前
に

属
し
て

い
た
団

体
が
負
担

し
、
広

域
化

後
に
係

る
退
職

手
当

の
分

は
、
人

件
費

を
算
出

す
る
負

担
方
法
を

用
い

て
２

市
５
町

で
按
分
し

て
負

担
と

す
る
。
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1
 

（
前

略
）
 

・
建

物
及

び
施

設
の

う
ち

共
用

施
設

並
び

に
消

防
車

両
等

に
つ

い
て

は
、

小
田

原
市

を
含
め

た
２
市

５
町
の
人

口
割

を
適

用
す
る

。
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２
市

５
町

の
消
防

団
(以

下
「

各
消

防
団
」
と

い
う

。）
と

の
連

携
は
、
原

則
、

現
在

の
運
用

を
継
続

し
て
行
う

こ
と

と
し

、
事
務

担
当
は
別

表
の

と
お

り
と
す

る
。
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２
市

５
町

の
防

災
・

国
民

保
護

担
当

部
局

（
以

下
「

各
市

町
担

当
部

局
」

と

い
う

。
）

と
の

連
携

は
、

原
則

、
現

在
の

運
用

を
継

続
す

る
と

と
も

に
、

広
域

化
を

機
に
次

の
運
用

を
行
う
。
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